
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

1 ①自立支援、介護予防、重度化防止

【介護予防・生活支援サービスの
多様化と担い手確保の推進】
　本市は，全国平均・県内平均と
比較して認定率が低いなど，元気
な高齢者が多いため，この現状を
持続・発展できるよう，今後より
一層の介護予防・健康づくりに関
する取組の推進が重要だと考えら
れる。
　一方で，２０１５年から２０２
５年にかけての１０年間の後期高
齢者数の伸びは，約１．５１倍と
全国平均の約１．３２倍を上回る
と推計されており，２０２５年問
題は，我が国の平均的な状況より
深刻だと認識している。
　このことから，２０２５年まで
に，介護の地域資源（サービス事
業者と人材の確保）を１．５１倍
にすることが必要である。

・介護予防・生活支援サービス
の多様化の推進
・担い手確保策としての市認定
ヘルパーの育成

・サービスＡの利用の推進
　訪問９→１２，通所０→１２
・サービスＢの実施の検討
・市認定ヘルパーの育成
　平成２９年度・９人→平成３０年度・３０人

・サービスＡの実績は，訪問１９，通所０。地域包括
支援センター連絡会において，地域包括支援セン
ターに対しサービスＡの活用について説明するとと
もに，介護予防ケアマネジメントにおけるサービス
Ａの考え方を改めて整理し，文書により地域包括
支援センターに示した。
・生活支援・介護予防提供主体等協議体及び生活
支援コーディネーターの活動として，高齢者等の
ニーズに関するアンケートを実施。取りまとめ結果
を市民フォーラムにて報告。
・市認定ヘルパー養成研修を１１月に実施し，７人
養成。サービスＡの指定事業所と市認定ヘルパー
とのマッチングの場を設定し，就労に繋げるよう努
めた。

△

・引き続きサービスＡの利用促進策を検討するとともに，令和元年１０
月の介護報酬改定に合わせてサービスＡの単価見直しを検討する。
・分析したニーズを基に，生活支援・介護予防提供主体等協議体にお
いて多様なサービスの検討を行う。
・市認定ヘルパーの新規養成だけでなく，フォローアップについても検
討する。

2 ①自立支援、介護予防、重度化防止

【地域包括支援センターの機能強
化】
　本市では，日常生活圏域を３圏
域（西部・中央・東部）としてい
るが，東部圏域・中央圏域は，エ
リアが広く，交通利便性が高くな
いという課題がある。また，地域
包括支援センターの評価が平成３
０年４月から義務化され，その評
価手法について検討を行う必要が
ある。

・西部西地域包括支援セン
ター・東部地域包括支援セン
ター大栄支所の新設と日常生
活圏域の再編を行う。
・地域包括支援センターの評
価・センター事業計画の見直し
によるＰＤＣＡサイクルの確立に
より，センターの機能強化を図
る。

・平成３０年度に，公募により西部西地域包括支
援センターの新設を行う。
・平成３１年度に，公募により東部地域包括支援
センター大栄支所の新設を行う。
・これらに合わせて，公募により既存の地域包括
支援センターの受託法人の選定を行う。
・地域包括支援センターの評価手法の検討を行
うとともに，評価・計画の一体的運用の方法につ
いて検討を行う。

・西部西地域包括支援センターを新設。
・東部地域包括支援センター大栄支所の新設に係
る予算措置。
・地域包括支援センター等運営協議会において，
評価手法の検討を行い，平成２９年度の評価と平
成３０年度の計画策定を一体的に実施。

◎
・引き続き地域包括支援センター等運営協議会の意見を聴きながら，
センター運営のＰＤＣＡサイクルを確立する。

3 ②介護給付等費用の適正化

【介護給付の適正化】
　担当職員と非常勤職員（介護支
援専門員）による実施体制によ
り、国の指針に掲げる主要５事業
の内、「要介護認定の適正化」、
「ケアプランの点検」、「住宅改
修等の点検」、「縦覧点検・医療
情報との突合」に取り組んでい
る。
　「介護給付費通知」について
は、不正請求が増えた場合に実施
を検討する。

①要介護認定の適正化
②ケアプランの点検
③住宅改修等の点検
④縦覧点検・医療情報との突合

　①要介護認定の適正化
　指定居宅介護支援事業所等に委託している認
定調査票全件の点検を実施します。不備が認め
られた場合、認定調査員に確認し、必要に応じ
認定調査票を修正するとともに、認定調査員に
指導を行い認定調査の平準化を図ります。
　【2017年度：区分変更13件、更新申請51件】
　②ケアプランの点検
　2018年度20件、2019年度30件、2020年度30件
の点検を実施します。利用者の状態に応じたケ
アプランが作成されていないと認められた場合、
担当の介護支援専門員に対し助言を行うほか、
必要に応じケアプランの見直しなどを指導しま
す。
　【2017年度：点検41件、過誤124件、金額
4,509,889円】
　③住宅改修等の点検
　住宅改修について、申請件数全件の点検を実
施します。受給者の状態にそぐわない不適切又
は不要な住宅改修が認められた場合、工事施工
業者や担当の介護支援専門員等に対し再指導
を行います。
　【2017年度：施工前283件、施工後283件】
　④縦覧点検・医療情報との突合
　引き続き毎月の点検を実施します。介護報酬
請求内容の誤り等を早期に発見して、適切な処
置を行うとともに、医療と介護の重複請求の排除
等を図ります。
　【2017年度：実施12ヶ月、月700件以上】

　①要介護認定の適正化
　指定居宅介護支援事業所等に委託している認定
調査票全件の点検を実施します。不備が認められ
た場合、認定調査員に確認し、必要に応じ認定調
査票を修正するとともに、認定調査員に指導を行
い認定調査の平準化を図ります。
　【2018年度：区分変更4件、更新申請47件】
　②ケアプランの点検
　2018年度20件、2019年度30件、2020年度30件
の点検を実施します。利用者の状態に応じたケア
プランが作成されていないと認められた場合、担当
の介護支援専門員に対し助言を行うほか、必要に
応じケアプランの見直しなどを指導します。
　【2018年度：点検22件、過誤0件、金額0円】
　③住宅改修等の点検
　住宅改修について、申請件数全件の点検を実施
します。受給者の状態にそぐわない不適切又は不
要な住宅改修が認められた場合、工事施工業者や
担当の介護支援専門員等に対し再指導を行いま
す。
　【2018年度：施工前274件、施工後274件】
　④縦覧点検・医療情報との突合
　引き続き毎月の点検を実施します。介護報酬請
求内容の誤り等を早期に発見して、適切な処置を
行うとともに、医療と介護の重複請求の排除等を図
ります。
　【2018年度：実施12ヶ月、月1,000件以上】

◎

①要介護認定の適正化
特になし。

②ケアプランの点検
2017年にケアプラン点検を行った事業所で、2018年も点検を実施した
結果、指導した内容が反映・改善されていない個所があり、事業所内
での情報共有ができていなかった。事業所内又はＣＭ連絡会等で情
報共有をすることで、より適正化につながると思われる。

③住宅改修等の点検
住宅改修希望者の増加による点検件数増と専門職員の不足が課題で
ある。

④縦覧点検・医療情報との突合
加算の算定要件の変更等に伴う介護給付費の請求誤りのケースが見
受けられるので、請求内容について事業所に問い合わせをする際、相
互に加算の算定要件を確認するようにする。
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4 ①自立支援、介護予防、重度化防止

【市内の介護事業所における指導
によるサービスの質の維持・向
上】
　高齢者の住まいの多様化，増加
する認知症高齢者，医療と介護の
両方を必要とする高齢者などに対
応するため，第7期成田市介護保険
事業計画では，地域密着型サービ
スとして，「認知症対応型共同生
活介護」，「定期巡回・随時対応
型訪問介護看護」，「小規模多機
能型居宅介護」の事業所整備を予
定しているほか，「通所介護」の
ような計画外のサービスについて
も，需要の増加に伴い，新規整備
が進んでいる。また，「居宅介護
支援」の事業所の指定権限が2018
（平成30）年度より県から市へ委
譲された。
　これらの介護事業所において，
市民が一定の水準のサービスを受
けることで，要介護状態等となる
ことの予防，あるいは要介護状態
等の軽減・悪化の防止につながる
よう，指導によるサービスの質の
維持・向上を図る必要がある。

・地域密着型サービス事業所，
居宅介護支援事業所及び介護
予防支援事業所に対する指導
及び監査

・対象事業所のうち計画の最終年度である2020
（平成32）年までの間に指定の有効期限を迎え，
かつ，指定期間中に実地指導を実施していない
事業所に対し，実地指導を実施する。具体的に
は，地域密着型サービス事業所については12カ
所，居宅介護支援事業所及び介護予防支援事
業所については4ヵ所の指導を実施する。

地域密着型サービス事業所について5ヵ所，居宅
介護支援事業所について1ヵ所の事業所を指導し
た。

○

　居宅介護支援事業所については，指定権限が県から市へ移って初
年度であったことから，指導のノウハウに乏しく，件数を確保できな
かった。
　県や他の市町村等から事業所指導に関する情報交換を行い，効率
的に指導を実施できるよう努める。

5 ①自立支援、介護予防、重度化防止

【在宅医療・介護連携の推進】
　地域の医療・介護の関係団体が
連携して、包括的かつ継続的な在
宅医療と介護サービスを提供する
ことが求められることから、「在
宅医療・介護連携支援センター」
を設置し、地域の医師会や介護の
関係団体等との連携により、８つ
の取組を実施して、在宅医療・介
護を一体的に提供できる体制を構
築します。

① 地域の医療・介護の資源の
把握
② 在宅医療・介護連携の課題
の抽出と対応策の検討
③ 切れ目のない在宅医療と在
宅介護の提供体制の構築推進
④ 医療・介護関係者の情報共
有
⑤ 在宅医療・介護連携に関す
る相談支援
⑥ 医療・介護関係者の研修
⑦ 地域住民への普及啓発
⑧ 在宅医療・介護連携に関す
る関係市区町村の連携

①医療・介護関係者向け連携会議及び研修の
開催（連携会議５回以上、研修２回以上）
②市民向け普及啓発活動の実施（出前講座２回
以上）

＜医療・介護関係者の研修＞
多職種のための在宅医療研修会5回
　（在宅ホスピス緩和ケア7/23、同行訪問研修
2/20.21.28.3/7）
＜地域住民民への普及啓発＞
出前講座3回
　①6/18かかりつけ医の見つけ方（参加者20名）
　②7/30在宅医療について（参加者36名）
　③7/31かかりつけ医について（参加者18名）
12/9成田市在宅医療講演会（下総地区）
＜市の課題抽出と対応策の検討＞
　5/16在宅医療・介護連携推進に関する意見交換
会
　6/28成田市医師団在宅医療作業部会
　9/14、11/21在宅医療と介護連携を考える会
　7/26、3/14医療介護連携部会

◎

在宅療養支援診療所の増加により、在宅医療が受けられないという相
談実績は無かった。今後は医療と介護の連携を推進していくにあた
り、在宅医療・介護連携支援センター業務を評価し、より望ましい運営
方法について検討することが必要。
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